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【ＦＩ】
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【誤訳訂正書】
【提出日】平成29年11月17日(2017.11.17)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラス粒子を含む粒状ガラス充填剤であって、前記ガラス粒子が、マクロガラス粒子の
外表面上に位置するミクロガラス粒子との結合を有する中心に位置するマクロガラス粒子
を含有し、結合が前記粒子の材料からなり、且つガラス粒子の屈折率ｎが、ｎ＝１．５０
～１．６０の範囲である、前記粒状ガラス充填剤。
【請求項２】
　結合が前記マクロガラス粒子の材料からなる、請求項１に記載の粒状ガラス充填剤。
【請求項３】
　前記マクロガラス粒子が、バリウム及び／又はストロンチウムを含む歯科ガラスから選
択される、請求項１又は２に記載の粒状ガラス充填剤。
【請求項４】
　前記マクロガラス粒子が、６５０℃よりも低い転移温度を有する歯科用ガラスから選択
される、請求項１から３までのいずれか１項に記載の粒状ガラス充填剤。
【請求項５】
　前記マクロガラス粒子がｎ＝１．５０～１．５８の範囲の屈折率ｎを有する、請求項１
から４までのいずれか１項に記載の粒状ガラス充填剤。
【請求項６】
　前記マクロガラス粒子のサイズが、２００～６００ｎｍ、特に４００ｎｍ＋／－１００
ｎｍ、更に好ましくは＋／－５０ｎｍの範囲である、請求項１から５までのいずれか１項
に記載の粒状ガラス充填剤。
【請求項７】
　前記マクロガラス粒子が、ケイ酸バリウムアルミニウムガラス及び／又はケイ酸ストロ
ンチウムアルミニウムガラスを含む歯科用ガラスから選択される、請求項１から６までの
いずれか１項に記載の粒状ガラス充填剤。
【請求項８】
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　前記ミクロガラス粒子が、ｎ＝１．５２～１．５９の範囲の屈折率を有する、請求項１
又は２に記載の粒状ガラス充填剤。
【請求項９】
　前記ミクロガラス粒子が、７００℃よりも高い転移温度、特に７５０℃よりも高い、８
００℃よりも高い転移温度を有する歯科用ガラスセラミックスから選択される、請求項１
又は２に記載の粒状ガラス充填剤。
【請求項１０】
　前記ミクロガラス粒子のサイズが１００～３００ｎｍ、特に２００ｎｍ＋／－５０ｎｍ
、更に好ましくは１８０ｎｍ＋／－５０ｎｍの範囲である、請求項１又は２又は請求項８
から９までのいずれか１項に記載の粒状ガラス充填剤。
【請求項１１】
　前記ガラス粒子の平均粒径が、０．２～１．０μｍの範囲、特に０．３～０．６μｍの
範囲である、請求項１から１０までのいずれか１項に記載の粒状ガラス充填剤。
【請求項１２】
　ガラス充填剤が非晶質である、請求項１から１１までのいずれか１項に記載の粒状ガラ
ス充填剤。
【請求項１３】
　請求項１から１２までのいずれか１項に記載の粒状ガラス充填剤の製造方法であって、
以下の工程：
Ｉ．屈折率ｎ＝１．５０～１．６０を有するガラス充填剤を好適な溶媒を用いて分散する
工程
ＩＩ．４５０℃～８００℃で分散したガラス充填剤を焼結し且つ溶接する工程
ＩＩＩ．焼結したガラス充填剤を室温に冷却する工程
ＩＶ．溶接した充填剤を好適な溶媒に分散する工程
Ｖ．前記ガラス充填剤を乾燥させる工程
を含み、
その際、ガラス粒子を含む粒状ガラス充填剤が得られる、前記製造方法。
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